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Additional Legal/RM comments to below track changes 

 
 
 

  2020 年 7 月 

税務アドバイザリーサービス 

タックスアラート 
移転価格 

 

2020年7月タックスアラート － 移転価格に関する最新情報： 

► 2020年6月24日付政令68/2020/ND-CP による支払利息の損金算入限度額の変更 
 

► 関連者間取引を行う企業の租税管理に関する政令20/2017/ND-CP に代わる政令草案 
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2020 年 6 月 24 日付政令 68/2020/ND-CP による支払利息の損金算入 

限度額の変更 

 2020 年 6 月 24 日、ベトナム政府は、関連者間取引を行う企業の租税管理に関する政令

20/2017/ND-CP（政令 20 号）第 8 条 3 項を修正する政令 68/2020/ND-CP （政令 68 号）を公

布しました。 

 政令 68 号は、2020 年 6 月 24 日から効力を発し、2019 年度以降の法人所得税（CIT）に対して

適用されます。主な修正点は以下のとおりです。 

支払利息の損金算入限度額の引き上げ、および支払利息の計算方法の変更 

 損金算入可能な支払利息（純額）は、（当期純利益＋支払利息（預金および貸付金の受取利息を相

殺した後の純額）＋当期に発生した減価償却費）の合計の 30%が上限となります。 

支払利息（純額）の翌年以降の課税期間への繰越 

 ある課税期間において損金算入上限額を超える支払利息が発生した場合には、会社は損金不算入

となった支払利息を翌期以降に繰り越すことができます。将来の課税年度において損金算入可能な

支払利息が上限額を超えないとき、過去に損金不算入として繰り越された支払利息は、当該年度の

限度額まで損金算入できます。繰越可能期間は、損金不算入となった支払利息が発生した課税年度

の翌年から 5 年間です。 

適用対象外 

 政令 20 号において、支払利息の損金算入限度額は、金融機関法における金融機関、および保険

業法における保険会社について、適用対象外とされていました。今回の政令 68 号への改正におい

ても、以下のローンから生じる支払利息含め、適用対象外として規定されています。 
 

► 政府開発援助（ODA）ローン 
 

► 政府がオフショアから調達して企業に貸し付ける、政府が実行する譲許的融資 
 

► 新しい農村地域および持続可能な貧困削減プログラムに関連する特定の国のプログラムを実行

するためのローン 
 

► 国の福祉施策を実行するためのプログラムやプロジェクトへのローン（第三国定住のための住

宅、労働者や学生のための住宅、その他の公共福祉プロジェクト） 
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2017 年－2018 年への遡及適用 

 政令 68 号は 2017 年－2018 年への遡及適用を認めています。具体的には下記のとおりです。 

► 納税者は、2021 年 1 月 1 日より前に、支払利息の損金算入額および未払法人税額（該当する

場合）を再決定するために、2017 年－2018 年の法人税確定申告を修正申告を提出することを

認められている。  
 

► もし既に納付した法人税および遅延利息が、再決定した法人税額および遅延利息よりも大きい場

合、当該金額は 2020 年以降 5 年以内の法人税額と相殺される。  
 

► もし税務当局が既に税務調査を実施し最終結論を出していた場合、納税者は管轄税務当局に再

決定をリクエストすることができる。 

移転価格フォーム（Form-01）の変更 

 関連者および関連者間取引の情報を記載する政令 20 号の Form 01 は、政令 68 号の Form 01

に置き換わります。 

関連者間取引を行う企業の租税管理に関する政令 20/2017/ND-CP に     

代わる政令草案 

 政令 20 号第 8 条 3 項を修正する政令 68 号の発行に加えて、財務省は関連者間取引を行う企

業の租税管理に関する政令の草案の最終決定に向けて作業を進めています。 

2020 年 6 月 4 日時点の当該草案による重要な変更点については下記のとおりです（データソース：

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal）。 

独立企業間価格  

 独立企業間価格レンジの定義を、第 35 百分位1（従来は第 25 百分位）から第 75 百分位に変更

することを提案しています。中央値は第 50 百分位です。この変更により、独立企業間価格レンジは

狭まることになります。  

ベンチマーク分析の比較対象を選定するための範囲を拡大する際の原則  

 比較対象選定の優先順位に変更はありません。具体的には、(i) 納税者内部での比較、(ii)納税者

と同じ国・地域に存在する他社との比較 、(iii)業界および経済状況が類似している国・地域に存在す

る他社との比較、の優先順位です。 

 しかしながら、草案では、特定の特殊な関連者間取引で、独立した比較対象がない場合に、選定す

るための範囲を拡大するための原則の修正を提案しています。詳細は以下のとおりです。 

                                                           
1 百分位は、統計解析において、データの相対的位置をみるのに用いる数値です。 

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
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► 地理的に類似した市場での比較対象よりも、ベトナム国内での同じエリア・地域、で比較可能性が

高い経済のサブセクターを比較対象として使用することを優先する。 

► ベンチマーク分析の地理的範囲を拡大し、同等の業界状況と経済発展レベルの地域の国々を含

める。 

税務調査における、移転価格調整を決定するためのデータベースの使用 

 草案は、移転価格調整を決定するためのデータベースは草案の第 9 条 2 項 a に従うよう規定して

います。具体的には、以下を含む、納税者の関連者間取引価格の決定や確定申告に使用されるデー

タベースです。  

► 商業データベース  

► 証券取引所で公開されている情報 

► 国内・国際の商品およびサービス取引に関する利用可能な情報  

► 省庁等の公式な情報源により一般的に公開された情報  

移転価格文書作成免除ケースの補足 

 草案によれば、(i) 関連者間取引がベトナムの納税者間のみで、(ii) 両者が同じ法人税率で、(iii) ど

ちらの企業も課税対象期間において優遇税制の対象となっていない場合、移転価格文書の作成を免

除されます。これは、現在の政令 20 号で既に作成免除とされているものに追加されるものです。 

国別報告書(CbCR)の作成義務  

 草案では以下のとおり国別報告書（CbCR）の作成義務を修正するよう提案しています。 

► 課税年度に連結売上高が 18 兆ベトナムドン以上のベトナムの最終親会社は、Form 04 (CbCR) 

を作成し、期末日から 12 カ月以内に税務当局に提出しなければなりません。 
 

► 海外の最終親会社が居住地国で国別報告書（CbCR）を提出する義務がある場合、ベトナムの税

務当局は国際税務協定に基づく情報の自動交換により当該国別報告書（CbCR）を入手します。 
 

► ベトナムの納税者は以下の場合に税務当局に国別報告書（CbCR）を提出する必要があります。 
 

► 海外の最終親会社が居住地国で国別報告書（CbCR）の提出義務がない場合 
 

► 最終親会社の居住する国・地域が、国際税務協定に署名しているものの、国別報告書

（CbCR）の提出期限時点において自動交換を行うための権限のある多国間合意がない場合 
 

► 最終親会社の居住する国・地域は多国間合意をしているが、自動交換が停止している場合、

もしくは、ベトナム税務当局に自動で国別報告書（CbCR）を提供できない場合 
 

► もし、同じグループで複数ベトナムに納税者が存在する場合、最終親会社は会計年度が終了

する前に、ベトナム税務当局に対し、どの納税者が最終親会社の代わりに国別報告書

（CbCR）を提出するのかを書面により通知する必要があります。 
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► 最終親会社が、会計年度末から 12 カ月以内に最終親会社の代わりに国別報告書（CbCR）を税

務当局に提出する組織を任命し、以下の条件を満たす場合には、ベトナムの納税者は、ベトナム

税務当局に国別報告書（CbCR）を提出する義務はありません。 
 

► 任命された組織の居住地国で下記のレギュレーションが存在する。 
 

► 法令等により国別報告書（CbCR）の提出を要求されている。 

► 国別報告書（CbCR）提出期限時点において、ベトナムとの多国間合意に署名している。  

► 自動交換が停止しておらず、ベトナム税務当局に国別報告書（CbCR）を提供できる。 

► 任命された組織が、最終親会社の会計年度末より前に、当該居住地国に国別報告書

（CbCR）を提出する任命を受けたことを書面により通知している。  
 

► ベトナムの納税者が、ベトナム税務当局に書面で下記を通知している。 
 

► 国別報告書（CbCR）を提出する組織を任命した通知書 

► 最終親会社、もしくは、任命された組織の、名称、税務コード、居住地国等の通知書（最終

親会社の会計年度末より前に） 

 政令草案によると、税務当局は、関連する国際税務協定に基づくベトナムのレギュレーションとコミッ

トメントに従って、リスク管理と情報交換のために、国別報告書（CbCR）を使用します。 国別報告書

（CbCR）は、移転価格調整の目的には使用されません。 

 当該草案は、ベトナム税務当局が、多国間合意に基づく情報の自動交換により国別報告書（CbCR）

を入手できる外国の税務当局のリストを、税務ウェブポータルを通じて毎年公表するとしています。 

 現在、ベトナムは税源浸食と利益移転（BEPS）行動計画のメンバーですが、多国間合意には参加し

ていません。しかしながら、草案で提案されている国別報告書（CbCR）の自動交換のレギュレーション

を考慮すると、将来参加することが予想されます。 

EY の提案 

 政令 68 号の公布と、政令 20 号に代わる政令草案の公表は、ベトナムの実際の状況をより反映

し、また、納税者の問題解決に協力するために、ベトナム政府が移転価格のレギュレーションのフレ

ームワークの強化に焦点をあてていることを示しています。 

 したがって、納税者は政令 68 号の内容を注意深く確認し、遵守することで、関連するリスクを効果

的に計画・管理すべきです。さらに、納税者は、前述の草案の修正を定期的にモニタリングして最新

の情報にアップデートすることで、政令草案が正式に公布された際により適切に遵守できるようにする

べく、事業運営に与える変更の影響を積極的に評価することを推奨します。 
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